
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際運転免許証等による運転可能期間国際運転免許証等による運転可能期間国際運転免許証等による運転可能期間国際運転免許証等による運転可能期間

（１）（１）（１）（１） 住民基本台帳に記録されていない者または外国人登録を受けていない者が本邦に上陸した場合住民基本台帳に記録されていない者または外国人登録を受けていない者が本邦に上陸した場合住民基本台帳に記録されていない者または外国人登録を受けていない者が本邦に上陸した場合住民基本台帳に記録されていない者または外国人登録を受けていない者が本邦に上陸した場合

　　　　　本邦で運転することができる期間本邦で運転することができる期間本邦で運転することができる期間本邦で運転することができる期間

発給日から１年間（国際運転免許証の有効期間）

上陸の日から１年間

※　本邦に上陸した後に国際運転免許証等を取得した場合※　本邦に上陸した後に国際運転免許証等を取得した場合※　本邦に上陸した後に国際運転免許証等を取得した場合※　本邦に上陸した後に国際運転免許証等を取得した場合

  本邦で運転することができる期間  本邦で運転することができる期間  本邦で運転することができる期間  本邦で運転することができる期間

発給日から１年間（国際運転免許証の有効期間）

上陸の日から１年間

（２）（２）（２）（２） 外国人登録を受けた者が出国して再上陸した場合外国人登録を受けた者が出国して再上陸した場合外国人登録を受けた者が出国して再上陸した場合外国人登録を受けた者が出国して再上陸した場合

本邦で運転することができる期間本邦で運転することができる期間本邦で運転することができる期間本邦で運転することができる期間

発給日から１年間（国際運転免許証の有効期間）

上陸の日から１年間

３月以上

（３）（３）（３）（３） 住民基本台帳に記録されている者が出国して帰国した場合住民基本台帳に記録されている者が出国して帰国した場合住民基本台帳に記録されている者が出国して帰国した場合住民基本台帳に記録されている者が出国して帰国した場合

　　　本邦で運転することができる期間　　　本邦で運転することができる期間　　　本邦で運転することができる期間　　　本邦で運転することができる期間

（免許の停止又は取消欠格期間中を除く）

発給日から１年間（国際運転免許証の有効期間）

上陸の日から１年間

３月以上
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